
- 1 -

三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２５年１２月２６日 午後３時００分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画について

議第 ２号 事業計画変更承認申請について

議第 ３号 農地法第４条の規定による許可申請について

議第 ４号 農地法第５条の規定による許可申請について

議第 ５号 農地法第３条の規定による許可申請について

報告事項 報第 １号 第２調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農地法第１８条第６項の解約通知について

報第 ３号 基盤強化法の解約通知について

報第 ４号 農地法適用外事実確認願証明について

報第 ５号 農地潰廃通報について

報第 ６号 作付変更届について

報第 ７号 農地法第３条の３第１項の届出について

その他

出席委員 ３３名

１番 大 桃 伸 之 委員 ２番 鶴 巻 純 一 委員

３番 清 水 栄 委員 ４番 村 井 善一郎 委員

５番 熊 倉 睦 委員 ６番 捧 譽 委員

７番 阿 部 眞佐雄 委員 ８番 刈 屋 一 夫 委員

９番 佐 藤 満 委員 １０番 金 子 純 一 委員

１１番 内 山 清 委員 １２番 大 竹 一 雄 委員

１３番 鶴 巻 俊 樹 委員 １４番 村 山 佐喜雄 委員

１５番 山ノ内 正 委員 １６番 大 竹 正 信 委員

１７番 廣 川 哲 也 委員 １８番 田 邉 稔 委員

１９番 五十嵐 俊 雄 委員 ２０番 坂 井 和 弘 委員

２１番 阿 部 銀次郎 委員 ２２番 野 水 敏 秋 委員

２３番 野 﨑 文 夫 委員 ２４番 嘉 藤 太加雄 委員

２５番 佐 藤 裕 雄 委員 ２６番 阿 部 新一郎 委員

２７番 星 野 英 治 委員 ２８番 藤 田 吉 則 委員
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３０番 原 正 利 委員 ３１番 小 師 勉 委員

３２番 目 黒 伸 一 委員 ３３番 山 田 佳 典 委員

３４番 蒲 澤 正 委員

欠席委員 ２名

２９番 渡 邉 一 英 委員 ３５番 小 林 六 一 委員

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 大 坂 純 司

事 務 局 次 長 斎 藤 公 明

経営基盤係副参事 麦 倉 政 勝

経営基盤係主任 鈴 木 和 志

午後３時００分 開会及び開議

議長（野﨑会長）

定刻になりましたので、今年最後の定例総会を行いたいと思います。

それでは、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３５名、出席３３

名、欠席２名で会議は成立いたします。

なお、議事録署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。３番、

清水委員、３３番、山田委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。

それでは、第１号議案に入りますが、農業委員会等に関する法律第２４条の規定に基

づき、議事参与の制限により議長を２０番、坂井和弘会長代理に交代いたします。よろ

しくお願いいたします。

（会長 野﨑文夫委員退席、会長代理 坂井和弘委員議長

席に着く）

議長（坂井会長代理）

それでは、交代し、議長を務めさせていただきます。

それでは、早速議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画について』議題とします。

なお、１番、大桃伸之委員、３番、清水栄委員、２１番、阿部銀次郎委員、２３番、

野﨑文夫委員は、農業委員会等に関する法律第２４条の規定に基づき、議事参与の制限

により本議案終了まで退席をお願いいたします。

（午後３時０７分 １番大桃伸之委員、３番清水 栄委員、

２１番阿部銀次郎委員、２３番野﨑文夫委員退席）

議長（坂井会長代理）

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第１号『農用地利用集積計画について』説明いたします。
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まず、３６ページをごらんください。今月の申請は、新規設定５７件、３１万１，５

７４．７３㎡、再設定１３９件、６７万２，７８２．６２㎡、利用権移転１件、１，０

００㎡、所有権移転３件、１万４１８㎡であります。合計では２００件、９９万５，７

７５．３５㎡であります。

それでは、戻りまして、１ページをごらん願います。１８４番から順に説明いたしま

す。

１８４番は、笹岡地内の農地１筆、２，９３７㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり約４０万円であります。

１８５番は、笹岡地内の農地４筆、４，５６４㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり約２０万円であります。

１８６番は、荒沢地内の農地１筆、２，９１７㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり約３５万円であります。

１８７番は、九之曽根地内の農地２筆、１万５３㎡を新規により１年間利用権設定す

るものであります。

１８８番は、篭場地内の農地５筆、３，０６１㎡を新規により１年間利用権設定する

ものであります。

１８９番は、篭場地内の農地３筆、１，８９９㎡を新規により１年間利用権設定する

ものであります。

１９０番は、篭場地内の農地７筆、４，００４㎡を新規により１年間利用権設定する

ものであります。

１９１番は、曲谷地内の農地１２筆、１，９００．４９㎡を新規により２年間利用権

設定するものであります。

１９２番は、長嶺地内の農地１筆、１，５８３㎡を新規により２年間利用権設定する

ものであります。

１９３番は、鶴田２丁目地内の農地４筆、５，８６３㎡を新規により３年間利用権設

定するものであります。

１９４番は、大宮新田地内の農地１筆、１，２８２㎡を新規により３年間利用権設定

するものであります。

１９５番は、大宮新田地内の農地１０筆、１万６，１６３㎡を新規により３年間利用

権設定するものであります。

１９６番は、福島新田地内の農地１筆、３３３㎡を新規により３年間利用権設定する

ものであります。

１９７番は、長沢地内の農地８筆、４，１１５㎡を新規により３年間利用権設定する

ものであります。

１９８番は、濁沢地内の農地１筆、２，５６３㎡を新規により３年間利用権設定する

ものであります。

１９９番は、飯田地内の農地２筆、４，１６５㎡を新規により３年間利用権設定する

ものであります。
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２００番は、飯田地内の農地３筆、５，４５５㎡を新規により３年間利用権設定する

ものであります。

２０１番は、飯田地内の農地２筆、５，８８６㎡を新規により３年間利用権設定する

ものであります。

２０２番は、東新保ほか地内の農地２０筆、１万１，４９３㎡を新規により３年間利

用権設定するものであります。

２０３番は、一ツ屋敷新田地内の農地３筆、４，８７１㎡を新規により４年間利用権

設定するものであります。

２０４番は、一ツ屋敷新田地内の農地１筆、５２２㎡を新規により４年間利用権設定

するものであります。

２０５番は、福島新田地内の農地１筆、５，０９９㎡を新規により５年間利用権設定

するものであります。

２０６番は、鶴田４丁目ほか地内の農地３筆、３，６７０㎡を新規により６年間利用

権設定するものであります。

２０７番は、大宮新田地内の農地２筆、２，０２２㎡を新規により６年間利用権設定

するものであります。

２０８番は、金子新田ほか地内の農地３筆、７，０１６㎡を新規により６年間利用権

設定するものであります。

２０９番は、長嶺地内の農地５筆、１万１，６１８．８２㎡を新規により６年間利用

権設定するものであります。

２１０番は、吉田ほか地内１９筆、８，９７２㎡を新規により６年間利用権設定する

ものであります。

２１１番は、南入蔵地内の農地１筆、１，２２０㎡を新規により６年間利用権設定す

るものであります。

２１２番は、吉野屋地内の農地３筆、５，０３７㎡を新規により６年間利用権設定す

るものであります。

２１３番は、吉野屋地内の農地５筆、７，７１０㎡を新規により６年間利用権設定す

るものであります。

２１４番は、笹岡地内の農地２筆、２，７５０㎡を新規により６年間利用権設定する

ものであります。

２１５番は、長沢地内の農地２筆、１，７７６㎡を新規により６年間利用権設定する

ものであります。

２１６番は、原ほか地内の農地３筆、３，１０５㎡を新規により６年間利用権設定す

るものであります。

２１７番は、上大浦地内の農地６筆、５，７２４㎡を新規により６年間利用権設定す

るものであります。

２１８番の１は、金子新田ほか地内の農地６筆、１万８，５４１㎡を新規により７年

間利用権設定するものであります。
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２１９番の１は、下保内地内の農地４筆、６，０６５㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２２０番の１は、下保内地内の農地１筆、１，８７５㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２２１番の１は、上保内地内の農地５筆、１，４７６㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２２２番の１は、上保内地内の農地９筆、３，９７２㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２２３番の１は、下保内地内の農地２筆、２，０２２㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２２４番の１は、上保内地内の農地２６筆、１万１，９５２．９１㎡を新規により１

０年間利用権設定するものであります。

２２５番の１は、下保内地内の農地４筆、７，５３８㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２２６番の１は、下保内地内の農地１６筆、７，８５３㎡を新規により１０年間利用

権設定するものであります。

２２７番の１は、下保内地内の農地２筆、１，０１０㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２２８番の１は、下保内地内の農地３筆、２，３１６㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２２９番の１は、下保内地内の農地２１筆、１万５，３６１．０５㎡を新規により１

０年間利用権設定するものであります。

２３０番の１は、下保内地内の農地６筆、６，４９６㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２３１番の１は、西鱈田地内の農地４筆、５，７５５㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２３２番の１は、東鱈田ほか地内の農地７筆、１万４，３４８㎡を新規により１０年

間利用権設定するものであります。

２３３番は、鶴田１丁目地内の農地１２筆、１万７４２．８６㎡を新規により１０年

間利用権設定するものであります。

２３４番は、塚野目地内の農地１筆、１，６１３㎡を新規により１０年間利用権設定

するものであります。

２３５番は、塚野目ほか地内の農地７筆、６，８１７㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

２３６番は、大谷地地内の農地２筆、５，４２４㎡を新規により１０年間利用権設定

するものであります。

２３７番は、東光寺地内の農地２筆、３，０９６㎡を新規により１０年間利用権設定

するものであります。
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２３８番は、庭月地内の農地７筆、３，６３０㎡を新規により１０年間利用権設定す

るものであります。

２３９番は、曲谷地内の農地１筆、１，９７４㎡を新規により１０年間利用権設定す

るものであります。

２４０番は、新光ほか地内の農地７筆、６，７２８㎡を新規により１０年間利用権設

定するものであります。

２４１番は、西裏館３丁目ほか地内の農地１２筆、７，８２２㎡を新規により１０年

間利用権設定するものであります。

２４２番は、新光町地内の農地１筆、９８０㎡を新規により１０年間利用権設定する

ものであります。

次の２４３番から３４ページの３７６番までの１３４件につきましては、再設定であ

りますので、説明を略させていただきます。

続きまして、３５ページをごらん願います。３７７番は、若宮新田地内の農地１筆、

１，０００㎡を９年間利用権移転するものであります。

３７８番は、飯田地内の農地１６筆、５，２３５．６㎡を新規により３年間利用権設

定するものであります。

３７９番は、北潟地内の農地７筆、８８０．９１㎡を再設定により３年間利用権設定

するものであります。

３８０番は、鹿峠地内の農地１筆、２００㎡を再設定により３年間利用権設定するも

のであります。

３８１番は、遅場地内の農地５筆、２，６３６㎡を再設定により３年間利用権設定す

るものであります。

３８２番は、飯田地内の農地３筆、２，０３５㎡を再設定により５年間利用権設定す

るものであります。

３８３番は、帯織地内の農地２０筆、３，０３１．９１㎡を再設定により６年間利用

権設定するものであります。

続きまして、３７ページをごらん願います。２１８番の２から４１ページの３５８番

の２までの枝番がついております１８件、１万３，３４９．９６㎡につきましては農地

利用集積円滑化事業での新規設定及び再設定により３年間から１０年間の利用権設定す

るものであり、議案中の枝番１と枝番２は連動しておりますので、そのようにごらんい

ただきたいと思います。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（坂井会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結

果報告を願います。

第２調査部会長は、私の隣に着席願います。

８番、刈屋一夫委員。
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第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

それでは、第２調査部会の調査結果についてをご報告いたします。

第２調査部会では、１２月２４日午前９時から厚生福祉会館第２集会室におきまして、

部会員と野﨑会長、坂井会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、１１時に閉

会いたしました。

ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画について』は、新

規設定５７件、再設定１３９件、利用権移転１件、所有権移転３件、合計件数２００件、

面積にして９９万５，７７５．３５㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、い

ずれも農地の効率的利用、農作業に常時従事すると認められることなど、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（坂井会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言お願いします。なお、委員の質

問等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言お願いします。

ご発言がないようですので、お諮りいたします。議第１号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（坂井会長代理）

それでは、異議ないものと認めます。

１番、大桃伸之委員、３番、清水栄委員、２１番、阿部銀次郎委員、２３番、野﨑文

夫委員の着席お願いします。

（午後３時２５分 １番大桃伸之委員、３番清水 栄委員、

２１番阿部銀次郎委員、２３番野﨑文夫委員着席）

議長（坂井会長代理）

退席された委員の皆様に報告いたします。

議第１号『農用地利用集積計画について』は、部会長の調査結果報告のとおり全件許

可相当といたしました。

以上です。

それでは、議長を交代いたします。

（会長代理 坂井和弘委員退席、会長 野﨑文夫委員議長

席に着く）

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『事業計画変更承認申請について』を議題といたします。
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事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第２号『事業計画変更承認申請について』説明いたします。

４４ページをごらん願います。今月の申請は３件の申請で、合計７２２㎡であります。

それでは、戻りまして、４３ページの３４番から順に説明いたします。

３４番は、鶴田３丁目地内の農地２筆、２１７㎡を売買により取得し、住宅１棟の用

地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２万円であります。場

所につきましては、あらい整形外科クリニック北側、国道４０３号線の隣接地でござい

ます。５００ｍ以内に教育施設、医療施設があることから、第３種農地と判断されます。

３５番は、須戸新田地内の農地１筆、４０６㎡を売買により取得し、工場１棟、駐車

場３台の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万円であ

ります。場所につきましては、須戸新田の諏訪神社南側３００ｍ付近で、住宅等が連た

んする区域内であることから、第３種農地と判断いたしました。

３６番は、須戸新田地内の農地１筆、９９㎡を売買により取得し、さきの３５番と一

体利用地として工場１棟、駐車場３台の用地として利用したいものです。土地の売買価

格は、１㎡当たり約１万円であります。場所につきましては、須戸新田の諏訪神社南側

３００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内であることから、第３種農地と判断されま

す。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告をお願いいたします。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第２号『事業計画変更承認申請について』は、件数にして３件、面積にして７２２

㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たし

ており、承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

しばらくにして発言がないようですので、お諮りをいたします。議第２号につきまし

ては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。
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議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『農地法第４条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第３号『農地法第４条の規定による許可申請について』説明いたします。

４５ページをごらん願います。今月の申請は３件の申請で、計１，３２２㎡でありま

す。

それでは、３５番から順に説明をいたします。

３５番は、西裏館３丁目地内の農地１筆、９８３㎡を集合住宅１棟、駐車場１８台、

それから通路の用地として利用したいものです。場所につきましては、第三中学校グラ

ウンドの北側２５０ｍ付近で、都市計画用途地域の第一種低層住居専用地域内であるこ

とから、第３種農地と判断されます。

３６番は、直江町３丁目地内の農地１筆、３００㎡を貸し駐車場８台、それと通路の

用地として利用したいものです。場所につきましては、旧斎場北東側４００ｍ付近で、

国道８号線に近接しております。都市計画用途地域の工業地域内であることから、第３

種農地と判断されます。

３７番は、西大崎３丁目地内の農地１筆、３９㎡を駐車場用地として利用したいもの

です。場所につきましては、西大崎県営住宅東側２００ｍ付近で、住宅等が連たんする

区域内であることから、第３種農地と判断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第３号『農地法第４条の規定による許可申請について』は、件数にして３件、面積

にして１，３２２㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び

一般基準を満たしており、承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『農地法第５条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第４号『農地法第５条の規定による許可申請について』説明いたします。

今月の申請は、４８ページをごらん願います。１２件の申請で、合計１，８１５．４

２㎡であります。この合計面積には、４７ページの７６番の取り消し案件の面積は含ま

れておりませんので、よろしくお願いいたします。

それでは、戻りまして、４６ページの７４番から順に説明いたします。

７４番から７５番は、先ほど事業計画変更承認申請での農地法第５条の許可申請であ

りますので、説明を略させていただきます。

７６番は、代官島地内で平成８年７月２２日付で通路、資材置き場、倉庫の用地とし

て５条許可を受けた土地１筆、３９６㎡の許可を取り消したいものであります。場所に

つきましては、国道８号線の代官島東交差点、国道側の隣接地でございます。現地は、

農地として管理をされております。

７７番は、帯織地内の農地１筆、２０９㎡を使用貸借権の設定により農家住宅１棟、

車庫兼物置１棟の用地として利用したいものです。場所につきましては、帯織集落内で

瑞泉寺南側３００ｍ付近であります。住宅等が連たんする区域内であることから、第３

種農地と判断されます。

７８番は、大平地内の農地１筆、２４㎡を売買により取得し、通路用地として利用し

たいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２，０００円であります。場所につき

ましては、大平集落内で大平集落開発センターの北側２００ｍ付近で、住宅等が連たん

する区域内であることから、第３種農地と判断されます。

７９番は、荒沢地内の農地１筆、３０㎡を売買により取得し、通路用地として利用し

たいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１００円であります。場所につきまし

ては、荒沢集落内の下荒沢地区で、住宅等が連たんする区域内であることから、第３種

農地と判断されます。

８０番は、荒沢地内の農地１筆、５．９㎡を売買により取得し、排水路用地として利

用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約３，０００円であります。場所に

つきましては、荒沢集落の下荒沢地区で、住宅等が連たんする区域内であることから、

第３種農地と判断されます。
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８１番は、荒沢地内の農地１筆、６．２２㎡を売買により取得し、雪処理場用地とし

て利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２００円であります。場所に

つきましては、荒沢集落内の下荒沢地区で、住宅等が連たんする区域内であることから、

第３種農地と判断されます。

８２番は、荒沢地内の農地２筆、１１２㎡を売買により取得し、車庫１棟、駐車場２

台の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１，０００円で

あります。場所につきましては、荒沢集落内の下荒沢地区で、住宅等が連たんする区域

内であることから、第３種農地と判断されます。

８３番は、直江町４丁目地内の農地１筆、１４８㎡を売買により取得し、住宅１棟の

用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約３万円であります。

場所につきましては、旧斎場から西側２００ｍ付近で、都市計画用途地域の工業地域内

に当たることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

８４番は、東光寺地内の農地５筆、３２２．３㎡を売買により取得し、住宅１棟、カ

ーポート１棟、駐車場１台の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡

当たり約１万円であります。場所につきましては、東光寺集落内で福多郵便局南側１０

０ｍ付近であります。住宅等が連たんする区域内であることから、第３種農地と判断さ

れます。

８５番は、上保内地内の農地１筆、２３６㎡を売買により取得し、住宅１棟の用地と

して利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２万円であります。場所に

つきましては、ＪＲ保内駅南側４００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内であること

から、第３種農地と判断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第４号『農地法第５条の規定による許可申請について』は、件数にして１２件、面

積にして１，８１５．４２㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、いず

れも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第３条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第５号『農地法第３条の規定による許可申請について』説明いたします。

５５ページをごらん願います。今月の申請は２３件の申請で、合計１５万３，４０７．

１㎡であります。競落報告といたしまして３件、２，６８４．９１㎡で、総合計２６件、

１５万６，０９２．０１㎡であります。

それでは、戻りまして、４９ページの５１番から順に説明いたします。

５１番は、金子新田地内の農地６筆、２，６７５㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図

るため、売買で取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約１００万円でありま

す。

５２番は、先ほど議第４号『農地法第５条の規定による許可申請について』の取り消

しでご審議をいただいた案件でございます。代官島地内の農地１筆、３９６㎡を譲り受

け人が経営規模拡大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ

当たり約１００万円であります。

５３番は、原地内の農地１筆、４５７㎡を譲り受け人が相手方の要望により売買によ

り取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約２０万円であります。

５４番は、吉野屋地内の農地１筆、１１３㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約９０万円であります。

５５番は、笹岡ほか地内の農地３筆、４，７７２㎡を譲り受け人が相手方の要望によ

り売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約１０万円であります。

５６番は、笹岡地内の農地１筆、８５３㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図るため、

売買で取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約２０万円であります。

５７番は、南五百川地内の農地５筆、２，５１０㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図

るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約３０万円であり

ます。

５８番は、荒沢地内の農地６筆、３，０７４㎡を譲り受け人が相手方の要望により売

買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約２０万円であります。

５９番は、曲谷ほか地内の農地１６筆、９，４４３㎡を譲り受け人が経営規模拡大を

図るため、売買で取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約７万円であります。
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６０番、６１番は、月岡３丁目地内の農地１筆、２９７㎡と月岡３丁目地内の農地１

筆、３８３㎡を譲り受け人、譲り渡し人が相互の交換により取得するものであります。

６２番は、西本成寺地内の農地１筆、３９０㎡を小作権と農地の交換により譲り受け

人が農地を取得するものであります。

６３番は、西中ほか地内の農地１７筆、１万４，３５６．９１㎡を経営の若返りを図

るため、同一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

６４番は、長嶺地内の農地１４筆、８,６８２．１９㎡を経営の若返りを図るため、

同一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

６５番は、長嶺ほか地内の農地１６筆、８,７３６㎡を経営の若返りを図るため、同

一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

６６番は、島潟ほか地内の農地２３筆、１万４,１４８㎡を経営の若返りを図るため、

使用貸借権を設定するものであります。

６７番は、荻島地内の農地２２筆、１万８,７５９㎡を経営の若返りを図るため、同

一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

６８番は、山王西地内の農地４筆、２万４,２２２㎡を経営の若返りを図るため、同

一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

６９番は、中浦地内の農地２０筆、９,００５㎡を経営の若返りを図るため、使用貸

借権を設定するものであります。

７０番は、大沢地内の農地１０筆、８,６６３㎡を経営の若返りを図るため、同一世

帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

７１番は、大沢地内の農地７筆、７,００２㎡を経営の若返りを図るため、同一世帯

内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

７２番は、下大浦地内の農地２筆、１,７５１㎡を経営の若返りを図るため、使用貸

借権を設定するものであります。

７３番は、庭月地内の農地３３筆、１万２,７１９㎡を経営の若返りを図るため、使

用貸借権を設定するものであります。

以上、２３件が今月の申請でございます。

また、競落報告が３件ございます。７４番は、栄荻島地内の農地６筆、９７９．９１

㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図るため、競落により取得したものであります。価格

は、１０ａ当たり約２００万円であります。また、本件は１０月総会の附帯決議により

まして、１１月２１日付で許可済みであります。

７５番は、岡野新田地内の農地１筆、６８４㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図るた

め、競落により取得したものであります。価格は、１０ａ当たり約１００万円でありま

す。また、本件は１０月総会の附帯決議によりまして、１１月２１日付で許可済みであ

ります。

７６番は、福島新田地内の農地１筆、１，０２１㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図

るため、競落により取得したものであります。価格は、１０ａ当たり約１７０万円であ

ります。また、本件は１０月総会の附帯決議によりまして、１１月２１日付で許可済み
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でございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第５号『農地法第３条の規定による許可申請について』は、売買によるもの９件、

交換によるもの３件、使用貸借によるもの１１件、合計件数２３件、面積にして１５万

３，４０７．１㎡で、現地調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明

を受け、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、技術、下限面積を超えて

いることなど、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件を全て満たして

おり、全件許可相当といたしました。

なお、競落による報告分として３件、２，６８４．９１㎡の報告がありました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

第２調査部会長は自席へお戻りください。どうもご苦労さまでした。

議長（野﨑会長）

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告いただいておりますので、省略を

いたします。

議長（野﨑会長）

それでは、報第２号から報第７号まで続けて事務局より報告お願いいたします。

事務局（大坂事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。
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それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言いただきたいと思いますが。

ご発言がないようですので、報告事項を終わります。

それでは、来月の調査部会開催案内をお願いいたします。

第３調査部会長、４番、村井善一郎委員。

第３調査部会長（４番村井善一郎委員）

来月は、第３調査部会の当番でございます。１月２４日午前９時から厚生福祉会館第

２集会室で会議を開催いたします。関係委員は、出席をお願いします。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

来月の調査部会は１月２４日ということで、関係委員におかれてはひとつよろしくお

願いいたします。

なお、来月の総会は３１日に予定しております。そして、終了後、市長様を迎え、新

年会の予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、長時間にわたってご審議いただきまして、ありがとうございました。

以上をもちまして定例総会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでした。

午後３時５２分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。

三 条 市 農 業 委 員 会 会 長

議事録署名委員（ ３番）

議事録署名委員（３３番）


